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日程 10:00～11:00  プレイルーム（教育相談室１） 

１ 入学者選抜について 

２ 学部概要説明 

３ 質疑応答 

４ 学校見学 

 



座間支援学校 高等部 肢体不自由教育部門 学校見学会資料目次 

 

１ 在籍生徒数 

 

２ 学部教育目標 

 

３ 学校の授業（各授業の説明と時間割） 

 （１）指導体制 

 （２）学習について 

 （３）行事等ついて 

 （４）登下校時間 

 （５）日課表 

 

４ 進路指導 

 （１）進路についての取り組み 

 （２）進路関係の予定 

 （３）実習 

 （４）卒業生の進路状況 

 

５ 通学について 

 （１）スクールバス 

  （２）保護者送迎・自力通学 

 

６ 部活動 

 

７ その他 

 （１）諸費用について 

 （２）貴重品について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

肢体不自由教育部門高等部 
 

１ 在籍生徒数  １年１名、２年４名、３年４名 計９名（令和６年５月現在） 

 

２ 学部教育目標  

〇安全と健康に配慮しながら、豊かな心と健康な身体を育む。 

     〇自立と社会参加に向けて、一人一人の特性に合わせた指導を行う。 

     〇生活の充実を目指し、いろいろな人や、物事に積極的に関わることができる力を育てる。 

 

３ 学校の授業 

（１）指導体制 

①基礎集団…１,２学年、３年生 

        ○ＬＨＲ・課題別学習 

         ※ＨＲ（朝の会、帰りの会）は全員で実施 

②学習集団…個々の生徒の教育計画に基づき、縦割り、または作業種別でグループを編成する。 

○Ａグループ（自立活動中心） 

○Ｂグループ（自立活動と教科学習を実態に応じて組む） 

○Ｃグループ（教科学習中心、自立活動を含む） 

 

（２）学習について 

① 生活・音楽・美術・体育・家庭 

 全学年で行う。 

② 理科、社会・総合、情報、体づくり 

     グループに分かれて行う。 

 

③ 作業学習…卒業後の生活に必要な能力を高めていきます。 

○・折り染めを加工（箸袋、楊枝立て、ノート）、コースター、ぬいぐるみ、キーホルダー 

ビーズストラップ、販売等 

 

④ 課題別学習 個々の実態や課題に応じた教育計画を基に実施します。個別やクラス、グループで 

指導を行います。教科のだけでなく「感覚」「コミュニケーション」「校外散歩」等 

も行います。日常生活指導は、「食事」「掃除」「準備・片付け」「トイレ・着替

え」等を毎日行います。 

 

⑤ プール学習 施設の整備のため検討中です。 

 

⑥ 校外学習  教科の年間指導計画または進路指導の一環として実施します。            

今年度は全員で行います。 

 

（３）行事等について 

①宿泊学習    ２年生で校外に１泊 「横浜あゆみ荘」等 

   ②修学旅行    ３年生で校外に２泊 「東京ディズニーランド」「箱根方面」  

   ③遠足      それぞれの学年で１回実施 

   ④学部集会    新入生歓迎会を４月に、卒業生を送る会を３月に実施 

   ⑤ひまわりまつり 学校全体で学習の成果を作品展示、映像等で発表（時期は検討中） 
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（４）登下校時間 

 午前日課 短縮日課 平常日課 

登校時間 ９:00 

下校時間 11:30 14:10 15:00 

 
 
（５）日課表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 進路指導 

（１） 進路についての取り組み 

① 卒業後「どのような生活をしたいか」を考え、将来のイメージを描く。 

② それぞれの社会参加と自立に向け、一人ひとりのそれぞれの将来の生活の豊かさにつながる

よう、日々の指導を進める。 

③ 1 年生の 11～12 月頃に実施する個別の支援計画『策定会議』では、本人・保護者と担任およ

び支援・進路担当や地域の関係機関とともに将来像を探る話し合いを行う。 

④ 『進路面談』では、より具体的に実習や進路先について相談を重ねていく。 



 

（２）進路関係の予定 

①１、２年  

      ５月     個別面談 

      ６月     校内実習 

      夏季休業中  施設見学会（個人見学・企業見学） 

      ９月     進路面談（２年生のみ） 

      10～11 月    校内・校外実習（福祉事務所）※校外実習は２年生のみ実施 

      11～12 月    策定会議    ※１年生のみ 

２月     進路面談    ※２年生のみ 

 

②３年   ６月      校外実習（時期がずれる場合は校内実習） 

      ７月     進路面談 

      夏季休業中  移行支援会議 

      10～11 月   校外実習  必要に応じて臨時実習・進路面談 

          ３月      障害基礎年金説明会 

 

（３）実習 

①校内実習…６月、10月に、各２週間ずつ（学年縦割り集団を形成する） 

 ②校外実習…６月は３年生、10月は２・３年生が２週間の実習期間を中心に設定  

       期間をずらして行うこともあります。 

 

（４）過去２年間の卒業生の進路状況（高等部・肢体不自由教育部門） 

 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 通学について 

（１）スクールバス 

①本校のスクールバスを利用して通学することができます。通学に際しては、本校のスクールバス

のコース内の既存のバス停を利用します。 

②スクールバスのバス停までの送迎は、保護者の責任において行いますが、自力通学の承認を得た    

 生徒については、その限りではありません。 

③登校：スクールバスが学校に到着する時刻は９：00ごろを予定しており、バスはコースごとに設 

定された運行表に沿って運行しています。但し道路状況により、到着時刻には多少の変動があり  

ますのでご承知おきください。保護者の方は所定のバス到着時間までに、生徒をバス停まで送り

バスに乗せていただきます。 

④下校：スクールバスが本校を出発する時刻は、通常日課は 15：10、午前日課は 11：40、短縮日課

 進路先  令和４年度 令和５年度 

企業就労 ０ ０ 

職業訓練機関 ０ ０ 

自立訓練 ０ ０ 

就労移行支援 ０ ０ 

就労継続支援 （１） （１） 

生活介護 ８（１） １（１） 

地域活動支援センター ０ ０ 

重症心身障害者通園 ０ ０ 

医療機関・在宅 ０ ０ 

 卒業生数 ９ ２ 



は 14：20 です。保護者は所定のバス到着時刻までに、バス停まで迎えに来ていただきます。 

⑤登下校ともに、バス停到着時刻までに保護者の送迎がない場合は、そのまま通過し、学校に戻り   

 ますので学校への送迎をお願いします。 

 

 （２）保護者の送迎・自力通学 

①スクールバスを利用しない場合は、保護者による送迎または自力での通学を行います。 

 

６ 部活動   

 生徒の将来の余暇活動のきっかけとし、意欲、自主性を育てることを目的とします。             

参加は任意で、1学期に希望を取ります。活動時間は金曜15：00～15：30です。 

下校後に実施するため、部活参加日の下校時はスクールバスの利用はできません。 

  （実施に向けて検討中） 

 

 

 

 

７ その他 

（１）諸費用について 

①入学金および授業料については徴収していませんが、学習上必要な教材などを購入するための学

年費や給食費、ＰＴＡ会費、宿泊学習費、遠足費、校外学習費等はその都度集金します。 

②支払った費用につきましては、ご家庭の状況に応じて就学奨励費により還付される場合もありま

す。 

 

 （２）貴重品について 

  ①財布、携帯電話等の貴重品は、登校時に学級担任に預けてください。下校時に返却します。 

②不必要な現金、貴重品は持たせないようお願いします。 

 

 


